
第
三
十
四
号
議
案

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
仙
台
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
、
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交

付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
百
三
号
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多

数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事

務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置

を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
及
び
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、「
名
あ
て
人
」

を「
名
宛
人
」に
改
め
、「
と
、」の
下
に「
同
項
中
」を
加
え
、「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
」を
削
り
、

「
、
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
十
三
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、「「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第

四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
同
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
号
」
に
、「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条

第
四
項
後
段
」
に
、「
第
十
三
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

（
仙
台
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

仙
台
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
仙
台
市
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

仙
台
市
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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２　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
七
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
仙
台
市
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

仙
台
市
職
員
退
職
手
当
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
十
四
条
第
四
項
中
「（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）」
を
削
る
。

（
仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
仙
台
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

第
一
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
、
規
則
」
を
「
、
仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一

号
）
第
十
三
条
第
四
項
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
規
則
」

に
改
め
、
第
二
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
の
規
定
に
よ
る
掲
示
」
を
「
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
公
示
」
に
改
め
る
。

一　

仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
元
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
仙
台
市
都
市
公

園
条
例
（
昭
和
四
十
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号

二　

仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
仙
台
市
都
市
公
園
条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
行
政
手
続
条
例（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
改
正
後
の
条
例
」と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
の
条
例
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
条
例
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
通
知
、
書
面
の
交
付
又
は
公
示（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
通
知
、
書
面
の
交
付
又
は
公
示
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理　

由

行
政
手
続
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
公
示
送
達
等
の
方
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
を
加
え
る
と
と
も
に
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
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